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検証事項６ 本会議の活性化 

■委員長報告の充実 

委員長報告改正案 

・委員会で質疑や反対意見がなかったもの、議案内容の確認程度の質疑しかなかったもの 

 …従来通りとする。 

 

・上記以外の場合、以下の例のとおりとする。 

例１：令和5年度第５回定例会 議案第６７号「生駒市行政組織条例の一部を改正する条例

の制定について」 

現 行 改正案 

ただ今から総務市民委員会の審査報告を

行います。 

 当委員会は12月 13 日に委員会を開催

し、本会議から審査の付託を受けました議

案第67号、生駒市行政組織条例の一部を

改正する条例の制定についてを審査いたし

ました結果、質疑等があり、一部委員から

可決することに異議があったものの、採決

の結果、賛成多数で原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。 

 以上、総務市民委員会の審査報告を終わ

ります。 

ただ今から総務市民委員会の審査報告を行

います。 

 当委員会は12月 13 日に委員会を開催

し、本会議から審査の付託を受けました議

案第67号、生駒市行政組織条例の一部を

改正する条例の制定についてを審査いたし

ました。以下、その経過及び結果をご報告

いたします。 

委員会ではデジタルイノベーション推進

課の位置づけを中心に質疑がありました。 

まず、デジタルイノベーション推進課を

市長直轄の組織とした理由についての委員

からの質疑に対して、理事者からは各担当

課の業務を熟知したうえで庁内 DX を進め

るにあたっては部を超えた縦割りにとらわ

れない組織とする必要があるとの答弁があ

りました。 

「部」を超え、「課」どうしでの連携と

なる推進体制についての委員からの指摘に

対しては、市長自ら CDO として体制を考

え、部長とも意思疎通を図ることを約束し

たいとの答弁がありましたが、委員からは

経営企画部など「部」に位置付けるべきと

の意見がありました。 

次に、組織改正に伴い部の数が増えるこ

とについて、委員から事務及び事業運営の
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条第 2 項との齟齬の指摘がありましたが、

理事者からは、平成 15 年の総務省通知で

社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政

課題や住民の多様なニーズに即応した施策

を総合的かつ機動的に展開できるような見

直しを行うとともに、既存の組織について

も従来のあり方にとらわれることなくスク

ラップ・アンド・ビルドを徹底することと

とある、との答弁があった一方で、部が増

えることで管理職手当は 30～100 万円増

えるとの答弁がありました。 

これらの質疑の結果、一部委員から可決

することに異議があったものの、採決の結

果、賛成多数で原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

以上、総務市民委員会の議案第６７号に

ついての審査報告を終わります。 

・委員外議員の出席が認められている現状においては、市民から見て、当該議案の問題の

在り処と論点をわかりやすくすることを眼目に報告書を作成する。 

 

例２：令和５年度第１回定例会 議案第１号「令和5年度生駒市一般会計予算」について 

現 行 改正案 

ただ今から予算委員会の審査報告を行いま

す。 

 当委員会は３月 13 日、14 日、15 日、

16日及び20日に委員会を開催し、本会議

から審査の付託を受けました 13 議案につ

いて審査いたしました結果、まず、議案第

２号、令和５年度生駒市公共施設整備基金

特別会計予算、議案第３号、令和５年度生

駒市介護保険特別会計予算、議案第６号、

令和５年度生駒市水道事業会計予算、議案

第７号、令和５年度生駒市下水道事業会計

予算、議案第 10 号、令和４年度生駒市介

護保険特別会計補正予算（第３回）、議案

第 11 号、令和４年度生駒市国民健康保険

特別会計補正予算（第２回）、議案第 12

号、令和４年度生駒市病院事業会計補正予

算（第４回）及び議案第 23 号、令和５年

ただ今から予算委員会の審査報告を行いま

す。 

 当委員会は３月 13 日、14 日、15 日、

16日及び 20日に委員会を開催し、本会議

から審査の付託を受けました 13 議案につ

いて審査いたしました結果、まず、議案第

２号、令和５年度生駒市公共施設整備基金

特別会計予算、議案第３号、令和５年度生

駒市介護保険特別会計予算、議案第６号、

令和５年度生駒市水道事業会計予算、議案

第７号、令和５年度生駒市下水道事業会計

予算、議案第 10 号、令和４年度生駒市介

護保険特別会計補正予算（第３回）、議案

第 11 号、令和４年度生駒市国民健康保険

特別会計補正予算（第２回）、議案第 12

号、令和４年度生駒市病院事業会計補正予

算（第４回）及び議案第 23 号、令和５年
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度生駒市一般会計補正予算（第１回）の以

上８議案については、質疑等もなく、いず

れも異議なく、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

（中略） 

 最後に、議案第１号、令和５年度生駒市

一般会計予算については、質疑等があり、

委員から一部修正案の提出がされたもの

の、採決の結果、修正案については賛成少

数で否決するとともに、原案を賛成多数で

可決することに決定いたしました。 

 以上、予算委員会の審査報告を終わりま

す。 

度生駒市一般会計補正予算（第１回）の以

上８議案については、質疑等もなく、いず

れも異議なく、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

（中略） 

 最後に、議案第１号、令和５年度生駒市

一般会計予算について、その審査の経過と

結果をご報告いたします。 

 都市建設分科会では… 

・公共交通利用促進事業 

・鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 

など 

 厚生消防分科会では… 

・重層的支援体制整備事業委託料 

・地域共生社会推進サミット 

など 

 市民文教分科会では… 

・歳入 

・こども未来基金を活用した各事業 

など 

 企画総務分科会では… 

・都市イメージ形成事業 

・DX推進 

など質疑＋答弁＋（意見） 

委員からは、こども未来基金を活用する

ことに疑義が呈され一部●●部分を●●す

る修正案の提出がされたものの、採決の結

果、修正案については賛成少数で否決する

とともに、原案を賛成多数で可決すること

に決定いたしました。 

 以上、予算委員会の審査報告を終わりま

す。 

・予算については、新規事業、市民生活の影響が大きい事業を中心に、委員会で議論があ

ったもの、疑義や意見、事業の執行上の留意点等が呈されたもの、委員会修正案が提出さ

れた事業の中から各分科会概ね２～３事業を抽出する。 

・委員長報告に挙げる事業は、上記条件にあてはまる事業から各分科会委員が選び委員長

に提出。正副委員長が事業を決定したうえで文案を作成する。 

 


